
令和元年度第１２回 日南町農業委員会総会会議録 
 

招集年月日  令和 ２年 ２月１０日（金） 

招集場所  日南町役場 議場 

開会時間  午後 ３時３０分 閉会時間 午後 ４時００分 

出席委員 番 号 氏   名 番 号 氏   名 

１ 番 岩  田   正 ６ 番 天 崎 直 幸 

２ 番 浅 田 昭 弥 ７ 番 稲 田 洋 子 

３ 番 加 藤 幸 児 ８ 番 吉 川   保 

４ 番 絹 谷 澄 雄 ９ 番 奥 迫 靜 子 

５ 番 内 田 章 久 １０番 梅  林   操 

出席推進委員 日野上 梅 林   剛 多 里 糸 田 川 啓 

山 上 青 戸 勝 美 石 見 田 邊 智 寛 

山 上 坪 倉 幹 也 石 見 丸 山 栄 人 

阿毘縁 足 立 進 也 福 栄 福 田 英 夫 

大 宮 藤 原 恵 司   

欠席した委員  番    

    

議事録署名委員  ２ 番 浅 田 昭 弥 ３ 番 加 藤 幸 児 

出席した職員 事務局長   松 本 道 博 主 幹 石 倉 嘉 寛 

    

 

日程及び提出議案の題目 

１．開     会  

２．挨     拶  

３．議事録署名委員選任  

４．報 告 事 項  

報告第 1号 利用権設定に係る軽微な変更について 

報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による届出について 

５．議     事    

  議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

  議案第２号 農業経営基盤強化促進法第１８条に基づく利用集積計画の決定について 

議案第３号 農地中間管理事業の促進に関する法律第１９条に基づく農用地利用配分

計画案の意見照会に対する回答について 

６．協 議 事 項 令和元年度実績 賃借料状況一覧について 

  協議第 1号  

  協議第２号  

７．そ  の  他  



８．閉     会  

開   会 議 長  定刻になったことを確認し、出席委員の人数を確認し、定足数に達して

いるとして、第１２回日南町農業委員会を開会すると宣言した。 

挨   拶 議 長  2月 4 日は立春でしたが、生まれて 70数年、年末より積雪が無いまま 

大寒・立春を迎えたのは記憶にない年明けでしたが、やっと、雪景色と成

りました。今年も異常気象・温暖化が懸念され、作物の生育が心配される

ところです。先程まで、今後 10 年先の日南町農業を考える会を開催してい

ましたが、なかなか難しいテーマでして、方向性が導き出せないでいます

が、先日の新聞に東京圏への人口集中に歯止めが効かない、との記事があ

りました。埼玉・千葉・東京・神奈川県に転入者が転出者を 14 万 8700 人

上回ったと、総務省が公表したと言っています。ちなみに鳥取県は 1,516

人の減、島根県は 1,971人の減少だそうです。47都道府県で増加したのは、

8都道府県です。政府が目指している地方創生や中央省庁の地方移転はどこ

へやら、農家の高齢化や若者の都会流出で小さい地域の社会生活が保たれ

ない現状の中での 10年後の日南町の農業は果たして・・・という感じがし

ます。皆さんは如何に考えられますか？ 

議事録署名

委員選任 

議 長 日南町農業委員会会議規則第３０条の規定により、議長が指名するとし、

２番浅田委員、３番加藤委員を指名した。 

報告第 1号 議 長 報告第 1号 利用権設定に係る軽微な変更について事務局お願いします。 

主 幹  報告第１号 利用権設定に係る軽微な変更について、今回は 1 件の届出

がありましたので報告します。利用権設定をする者が△△の○○○○さん

で、鳥取県農業農村担い手機構を通じて、（農）○○○○○○○○○○○〇

さんに貸付を行っている契約です。所在が△△の××××番地、××××

番地の 2筆でこれまで全体で 30,850円の賃借料を、水張反当 5,000円に変

更されるという届出です。宜しくお願い致します。 

議 長  報告第 1 号についてご質問、ご意見がございますか。無いようですので

次に移ります。 

報告第２号 議 長 報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による届出について事務局お

願いします。 

主 幹  報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による届出についてです。土

地の所在が△△△××××番地、地目は田、面積が 1,966 ㎡、賃貸人が△

△△の○○○○さん、賃借人が△△△の（有）○○○○○○○○さんの貸

借で、期間が令和 4年 3月 31日までの契約ですが、この度、解約したいと

の届出があったものです。解約の理由としては、解約後、○○○○さんへ

売却のためという事で売却につきましては、この後の議案第 1 号の中でご

審議頂きたいと思っています。宜しくお願い致します。 

議 長  報告第２号についてご質問、ご意見がございますか。無いようですので

次に移ります。 

議案第 1号 議 長  議案第 1 号 農地法第 3 条の規定による許可申請について事務局お願い

します。 



主 幹  議案第 1号 農地法第３条の規定による許可申請についてです。今回は 3

件あります。1件目です。土地の所在が△△、××××番地、地目は原野 面

積 130 ㎡、譲渡人が△△△の○○○○さん、譲受人が△△△の○○○○さ

んで贈与です。親子であり、以前にすべての農地を生前贈与されていまし

たが、この原野が一筆だけ落ちていたという事で、この度、届出され、許

可を求められています。次ページに中間図と字切図を付けておりますので

ご確認ください。申請 2番、土地の所在が△△、××××他 2筆合わせて 3

筆、地目は畑、合計面積 340 ㎡、譲渡人が△△△△の○○○○さん、譲受

人が△△△の○○○○さん、こちらも贈与です。理由としては、所有者が

県外におられ、実際に管理出来ないという事から、最寄りの親戚である○

○さんに相談があり、この度、贈与というかたちになったという事です。

○○さんも住所地が離れているため、管理の方法には苦慮されているとい

う事で、梅の木などを移植することで管理の手間も省け、景観も配慮した

かたちで維持できるのではないかと提案したいと思っています。申請番号 3

番です。土地の所在が△△△、××××番地、地目は田、面積 1,966 ㎡、

さきほどの合意解約の案件で、△△△の○○○○さんから○○○○さんへ

の売買です。一筆全体で 10万円と聞いています。○○さんはこの近くの圃

場で水稲の作付もされており、合わせての管理が可能ということで現地で

判断しました。場所については次ページの中間図、字切図でご確認くださ

い。宜しくお願い致します。 

議 長  議案第 1 号についてご質問、ご意見がございますか。無いようですので

採決に移ります。議案第 1号について賛成の方の挙手を求めます。 

 （全員挙手）全員異議のないことを確認して、議案第 1号は承認された。 

議案第２号 議 長  議案第２号農業経営基盤強化促進法第１８条に基づく利用集積計画の決

定について事務局お願いします。 

主 幹  議案第２号農業経営基盤強化促進法第１８条に基づく利用集積計画の決

定についてです。資料の中に 2 月分の利用集積計画の総括表を付けていま

すのでご覧ください。本日の案件は全体で 16件ありますが、申請番号の１

番から 4番が機構を通じた新規の案件、5番 6番が再設定の案件、7番から

10 番が相対の新規案件、11 番から 16 番が相対再設定案件です。全体の面

積は総括表の通りですのでご覧ください。個々の説明をします。申請番号 1

番、土地の所在が△△××××番地、地目は田、面積 1965㎡、利用権設定

をする者が△△△の○○○○さん、利用権設定を受ける者が鳥取県農業農

村担い手育成機構、水稲の作付で水張反当 5,000円、契約期間が令和 2年 3

月 15 日から令和 7 年 3 月 31 日の 5 年です。申請番号 2 番、土地の所在が

△△の××××番地の 2他 2筆、地目は田、合計面積は 7641㎡、設定する

者が△△の○○○○さん、設定を受ける者が担い手育成機構、水稲とそば

の作付で水張反当 3,000円、令和 7年 12月 10日までの 5年 10ヵ月の契約

です。期間が半端になっているのは、他の筆を既に○○○○○○さんと貸

付を行っておられ、その契約の終了期間と揃えたかたちとなっています。



申請番号 3 番、土地の所在が△△××××-×-×他合わせて 3 筆、合計面

積が 1,329 ㎡、設定をする者が△△△の○○○○さん、受ける者が担い手

育成機構、水稲で水張反当 5,000 円、契約期間は申請番号 2 番と同じ理由

で 5年 10ヵ月となっています。申請番号 4番、土地の所在が△△△×××

×番地、地目は田、面積 3766㎡、設定する者が△△△の○○○○さん、受

ける者が担い手育成機構、ねぎの作付で水張反当 7,000円、令和 2年 4月 1

日から令和 12年 3月 31日までの 10年の契約期間です。機構を通じた新規

契約はこの 4件です。5番 6番は再設定になりますのでお読み取り下さい。

相対の新規契約になります。申請番号 7 番、土地の所在が△△××××-×

合わせて 12筆、地目はすべて田、合計面積 6,812㎡、設定をする者が△△

の○○○○さん、受ける者が△△の（農）○○○○○○○○○○○○さん、

そばの作付で水張反当 2,500円、契約期間は令和 2年 2月 10日から令和 7

年 2月 10日までの 5年です。申請番号 8番、土地の所在が△△△××××

番地、他 3 筆、合計面積 4,555 ㎡、設定する者が△△△の○○○○さん、

受ける者が同じく△△△の○○○○さん、水稲作付、全体で 120 ㎏の物納

です。5 年の契約期間です。申請番号９番、土地の所在が△△△××××-

×他 2 筆、地目は田、合計面積は 2,229 ㎡、設定をする者が△△△の××

×さん、設定を受ける者が（有）○○○○○○○○さん、作付は水稲、水

張反当 4,000 円、令和 2 年 2 月 10 日から令和 11 年 12 月 31 日までの 9 年

10ヵ月の契約です。申請番号 10番、土地の所在が△△△××××番地他、

合わせて 4 筆、合計面積が 4,576 ㎡、利用権設定をする者が△△△の○○

○○さん、受ける者が△△△の××××さん、水稲の作付、全体で米 120

㎏の物納です。期間は令和 2年 3 月 1日から令和 7年 2 月 28日までの 5年

の契約です。以下 11 番から 16 番の契約については相対の再設定となって

いますので、お読み取り下さい。次ページに新規で挙げている経営者の経

営状況等の資料も添付していますので、ご確認下さい。以上宜しくお願い

します。 

議 長 議案第２号についてご質問、ご意見がございますか。無いようですので

採決に移ります。議案第２号について賛成の方の挙手を求めます。 

 （全員挙手）全員異議のないことを確認して、議案第２号は承認された。 

議案第３号 議 長 議案第３号 農地中間管理事業の促進に関する法律第１９条に基づく農

用地利用配分計画案の意見照会に対する回答について事務局お願いしま

す。 

 主 幹 議案第３号 農地中間管理事業の促進に関する法律第１９条に基づく農

用地利用配分計画案の意見照会に対する回答についてです。次ページに今

年度の配分計画の実績の集計表を付けておりますのでご覧ください。議案

第 2号でご審議頂きました案件を、受け手の方に配分するものです。1 番 2

番が新規の案件、3番 4番が再設定の案件になります。個々に説明します。

整理番号 1 番、権利の設定を受ける者が△△の（農）○○○○○○○○○

○○○さん、設定する農地が△△××××の他 6筆、合計面積は 10,935㎡、



資料の右側に所有者さんの名前を入れておりますが、○○○○さんの農地

については水稲の作付、4 月 1日から 7年 3 月 31日までの 5年間の契約で

水張反当 5,000円です。○○〇さんの農地については水稲とそばの作付、4

月 1 日から 7 年 12 月 10 日までの 5 年 9 ヶ月の契約期間で水張反当 3,000

円です。○○○○さんの農地については水稲の作付、4 月 1 日から 7 年 12

月 10日までの 5年 9ヶ月の期間で、水張反当 5,000円です。整理番号 2番

です。権利の設定を受ける者が△△△の（有）○○○○○○○○さん、設

定する農地が△△△××××番地で面積が 3766㎡、ねぎの作付で契約期間

が 4月 1日から 12年 3月 31日までの 10年の水張反当 7,000円です。3番

と 4 番は再設定ですのでお読み取り下さい。次ページからは経営者の経営

状況等の資料を付けていますのでご確認ください。以上です。宜しくお願

い致します。 

 議 長 議案第３号についてご質問、ご意見がございますか。無いようですので

議案第３号について妥当と認める方の挙手を求めます。 

  （全員挙手）全員意見の無いことを確認した。 

協議第 1号 議 長 協議第 1 号 令和元年実績 賃借料状況一覧について事務局お願いしま

す。 

主 幹  本日の資料の最終ページにつけています令和元年実績 賃借料状況一覧

についてですが、昨年一年間、平成 31 年 1 月から令和元年 12 月末までに

契約された賃貸借における賃借料の各地域の水準についてまとめたもので

す。例年ホームページや「いなほ」の号外に掲載してお配りしています。

この度の公表方法としては例年どおりホームページへの掲載と出来れば号

外ではなく 3 月配布予定の「いなほ」71 号に掲載して配布したいと考えて

います。備考として、あくまで情報提供なので、契約に当たっては十分協

議した上で締結してほしい旨の注意文を添えたいと思っています。物納に

ついては 1 袋（米 30ｋｇ）当たり、6,600 円として試算しています。デー

タの件数で筆数ではないので気を付けて頂きたいです。以上、ご確認頂い

て、ご意見等頂けたらと思います。 

議 長  全員異議ないことを確認した。  

その他 主 幹  法令改正に対する農林水産省からの情報提供として、当日配布資料１、

農地利用集積円滑化事業の農地バンク事業への統合一体化、当日配布資料

２、認定農業者制度の見直しのポイントについてそれぞれ説明した。 

 事 務

局 長 

 農林水産省からの資料、農地利用最適化推進委員の皆様にお願いしたい

ことについて説明し、今後の推進委員さんの業務に役立てて頂くようにお

願いした。 

 糸田川推進委員と石倉主幹が 2月 17日に愛知県に担い手育成機構的な活

動をしておられるＪＡ主体の組織の研修に行くことを報告した。 

次回総会は、令和２年３月１０日（火）午後１時３０分から開会予定で

す。 



閉会   

 

 上記、会議の次第を記録して、その相違ない事を証明するため署名する。 
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